
令和６年度事業計画書及び収支予算について 

事 業 計 画 書 

自 令和 6 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年 3 月 31 日 

 

 令和６年度当協会では、配合飼料価格の高止まりなど厳しい経営環境を踏まえて、定款に記さ

れている目的に沿って、配合飼料価格の変動によって生ずる畜産経営者の損失補てん、畜産経営

の環境整備及び改善合理化のための機械・施設の貸付並びに国、県及び関係団体等が実施する畜

産経営の安定対策諸事業への協力等に関する事業を行い、畜産経営の安定及び畜産業の健全な経

営を図り、もって県民生活に不可欠な畜産物の安定供給に寄与するものとする。 

 

Ⅰ 定款事項 

１．配合飼料価格差補てん事業（定款第４条第１項第１号） 

本事業は、配合飼料原料穀物の価格変動による畜産経営体への影響を緩和するため、畜産

経営体に価格差補てん金を交付するもので、当協会は、（一社）全日本配合飼料価格畜産安定

機構（以下、全日基という）との契約に基づき、畜産経営体との数量契約の補てん積立金の

納付、補てん金交付等に係る事務を実施する。 

令和６年度は、全日基と４年毎に契約する「配合飼料価格差補てん契約（令和３年度～６

年度）」の最終年にあたる。 

表 1 畜種別年間契約数量（4/15現在） 

畜種 契約数量 対前年比％ 加入者件数 前年度件数 

乳用牛 55,885 ﾄﾝ 94.6％ 393 415 

肉用牛 64,298 ﾄﾝ 99.1％ 616 621 

豚 225,673 ﾄﾝ 100  ％ 50 50 

採卵鶏 113,674 ﾄﾝ 100  ％ 23 23 

肉用鶏 484,582 ﾄﾝ 98.8％ 89 90 

うずら等 2,204 ﾄﾝ 100  ％ 2 2 

合計 948,316 ﾄﾝ 98.2％ 1,173 1,201 

（２）契約の基金間移動に関する事務 

（３）四半期別補てん積立金の徴収並びに納付事務 

（４）別途納付金の徴収並びに納付事務 

（５）配合飼料価格差補てん金の受領及び加入者への交付事務 

 

２．畜産高度化支援リース事業（定款第４条第１項第３号） 

本事業は、畜産経営の高度化を図ろうとする経営体に対し、（一財）畜産環境整備機構が必

要な施設、機械を貸し付けるもので、当協会は、施設、機械貸付に係る事業主体からの委託

事務や、 これまでの貸付機械等に係る貸付料の徴収と事業主体への納付事務等を実施する。 

表２ 令和６年度貸付計画 

内 訳 継続貸付 うち本年度貸付終了 

件 数 52件         5件 

金 額 21,975,281円 3,669,130円 

 



３．肉用牛肥育経営安定対策制度（牛マルキン）（定款第４条第１項第４号） 

本制度は、肉用牛肥育経営の収益性が悪化した場合に、生産者の拠出と国の助成により造

成した基金から、標準的販売価格と標準的生産費の差額の 9割を交付するものであり、当協

会は、（一社）岩手県畜産協会から事務委託を受け、個体登録や積立金徴収を実施する。 

令和６年度は、「第２業務対象年間（令和４年度～６年度）」の最終年にあたる。 

（１）加入経営体数     46個人・法人（前年比△3） 

（２）固体登録計画頭数 9,500頭（前年比＋200） 

 

４．肉用子牛生産者補給金制度（定款第４条第１項第５号） 

本制度は、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の市場価格が低落して保証

基準価格を下回った場合に、その再生産を確保するため、生産者の拠出と国の助成により造

成した基金から、肉用子牛生産経営体に対して補給金を交付するものであり、当協会は、（公

社）岩手県農畜産物価格安定基金協会から事務委託を受け、個体登録や負担金徴収を実施す

る。 

 （１）加入経営対数   8個人・法人（前年比＋3） 

 

５．肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）（定款第４条第１項第６号） 

本制度は、（独）農畜産業振興機構が全国の基金を造成管理し、年間を通じて必要な場合に

交付する仕組みとなっており、算定方法を全国一本化したものである。 

具体的には、養豚経営の安定的発展を通じて肉豚の安定供給を図るため、標準的販売価格

が、標準的生産価格を下回った場合に、その差額の 9割を交付するものであり、当協会は、

生産者積立金や手数料の徴収、該当市町村補助金の申請・受領・納付事務を代行する。 

（１）加入経営体数：15個人・法人（前年比△1） 

 （２）年間計画頭数：184,000頭（前年比△1,200） 

 

６．その他畜産振興関連事業（定款第４条第１項第７号） 

 （１）配合飼料価格高騰緊急特別対策事業 

    本事業は、飼料価格の高騰が畜産経営に与える影響を緩和するため、生産コスト削減

や飼料自給率向上に取り組む生産者に対して、国が配合飼料価格安定制度による補てん

金とは別に特別補てん金として令和４年度第３四半期分に 6,750 円/㌧、第４四半期分

に 8,500 円/㌧を交付したものであり、令和６年度は、生産者の生産コスト削減や飼料

自給率向上に係る取組み実績を報告する。 

 （２）岩手県配合飼料価格安定緊急対策事業 

    本事業は、配合飼料価格の高騰に伴う畜産経営体への影響を緩和するため、岩手県が

配合飼料購入費の一部について補助金を交付するものであり、令和６年度は、令和５年

度第４四半期の購入実績に対する補助金交付事務を行う。 

 

Ⅱ 管理・運営事項 

１．総会、理事会の開催について 

総会（定時総会） １回（５月） 

理事会      ４回（４月、５月、１０月、３月） 

２．監査の実施について 

    監査       ２回（１０月、４月） 

３．事業推進会議の開催について 

    事業推進会議   １回 


